




三田市年末調整業務委託 仕様書








令和８年４月

三田市人事戦略課



１．総則
三田市年末調整業務委託仕様書（以下「本仕様書」という。）は、三田市（以下「甲」という。）が実施する人事給与事務の内、年末調整業務の外部委託についての仕様を定めたものである。

２．業務の名称
本業務の名称は、「三田市年末調整業務委託」とする。

３．業務の目的
本市の人事給与関連業務は、法改正等による人事行政の多様化と複雑化によって制度への迅速な対応と戦略的な人事給与制度を構築することが求められている一方、定型的な業務量が多いことが円滑な業務執行の支障となっている。
そこで、定型的な業務の一つである年末調整業務を外部委託し、事業者の知識や経験を基にした年末調整申告の電子化を含む業務改善に係る提案を加味することで、本市の人事給与制度にかかる業務の効率化及び市職員の年末調整申告の利便性向上を図り、市全体の働き方改革に寄与することを目的とする。

４．委託期間
委託契約締結日から令和９年３月３１日まで

５．業務実施場所
主な業務実施場所は、甲と本業務受託者（以下「乙」という。）で協議のうえ、決定する。
乙の作業場所については、充分なセキュリティ対策を施した個人情報保護が可能な環境のみを許可することとし、事前に甲の許可を得るものとする。また、当環境にかかる費用が生じる場合は、乙の負担とする。

６．貸与物
本業務にあたって、甲が乙に貸与するものは以下のとおりとし、提供する方法等については甲乙協議のうえ決定する。
なお、貸与物については、甲の許可無く複写・保管することを禁ずる。
 (1) 各種申告書（給与所得者の扶養控除等（異動）申告書等）
本市職員等から提出された各種申告書については、本業務の目的に限り乙に貸与を認める。
(2) 年末調整に必要な職員情報
本市職員等の職員情報について、本業務の目的に限り乙に貸与を認める。

７．外部委託対象業務
本業務における外部委託の範囲は別紙の委託業務一覧のとおりとする。

８．業務内容
本業務の内容は、別紙の委託業務一覧に則って実施するものとするほか、以下の事項に留意すること。
(1)　オンラインによる申告手法の提案
　　職員がパソコンやスマートフォン等を用いてオンラインにより年末調整のための申告ができる手法について提案するものとする。また、オンラインにより年末調整のための申告ができない職員に対する対応手法についても提案するものとする。
(2) 法改正対応
年末調整計算に必要な項目を含んだ情報を成果品として納品することとなるため、令和８年分年末調整にかかる法改正等による必要項目の変更についても対応するものとする。
(3) 業務フロー
乙は本業務を遂行するにあたり、業務フローを作成し、事前に甲に提示、承認を得るものとする。
(4) 本業務における品質検査
乙は本業務を遂行するにあたり、品質確保のために実施する検査手法やその時期、検査の範囲を、事前に甲に提示、承認を得るものとする。（未提出者や不備対応等）
(5)オンライン申告に必要な情報の収集または提供業務
乙は本業務を遂行するにあたり、提案したオンライン申告に必要な情報について収集若しくは提供を行うこと。

９．業務体制
(1) 業務体制
乙は、業務管理者及び業務主任担当者を配置し、業務の円滑な履行に支障がないよう適正な人員配置と品質管理を行い、突発的もしくは重大なトラブル発生時等の緊急時に対応できるよう体制を整えること。また、業務従事者に対し、業務を遂行する為に必要な知識と個人情報の取り扱い及び守秘義務等に関する教育を行うこと。
(2) 業務体制の報告
乙は、緊急時の対応を含めた業務体制一覧と業務従事者名簿を甲に書面にて提出すること。また、変更が生じた場合は、速やかに書面にて報告をすること。

１０．進捗管理
(1) プロジェクト実施計画書の作成
乙は、本業務契約締結後、速やかにプロジェクト計画書を作成し、実施体制及び実施内容、スケジュール、管理方法等の基本事項をまとめた業務実施計画書を作成し、甲に提出するものとする。
(2) 進捗報告
乙は、毎月末時点の進捗状況を、進捗報告資料として甲に提出すること。また、必要に応じて進捗報告会議を開催するものとする。
(3) その他の報告
乙は、甲から指示があった場合は、その都度必要な報告を行うものとする。

１１．成果品
本業務の成果品は、以下の別表に記載されたとおりに納品するものとする。
	区分
	成果物
	媒体区分

	(1)各種申告書
※1
	①令和８年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
	紙媒体もしくは電子媒体

	
	②令和８年分給与所得者の保険料控除申告書
	

	
	③令和８年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
	

	
	④令和８年分給与所得者の（特定増改築等）の住宅借入金等特別控除申告書
	

	
	①～④の添付書類等
	

	(2)各種データ
※2
	上記(1)にかかる関連情報
	電子媒体

	(3)業務フロー
	本業務において使用した業務フロー
	紙媒体もしくは電子媒体

	(4)完了報告書
	上記(1)～(2)の作業量、納入量を成果物単位で明記した完了報告書を作成する。
	紙媒体もしくは電子媒体


※1：成果物として納品する対象は、各職員等が確認・修正して乙に提出したもののみとし、「年末調整対象外」となり、提出がなかった申告書については、成果物の対象外とする。
※2：各種申告書に記載された内容を確認し、入力した結果をもって成果品の一部とする。

１２．著作権等の取り扱いについて
本業務にかかる成果品等の著作権、所有権等の権利は、全て甲に所属するものとする。また、甲は成果品等の全てについて、業務に必要な範囲で改変し、また二次利用する権利を有するものとする。

１３．業務の再委託について
(1) 乙は、業務の全部または主たる部分を一括して第三者に再委託してはならない。
(2) 乙は、業務の一部を第三者に再委託する場合は、事前に甲に対し再委託先の名称、代表者職氏名、その他必要な事項を通知し、その承認を得なければならない。
(3) 乙は、業務の一部を第三者に再委託した場合、当該再委託先に対し、当該仕様書に定める乙の義務と同等の義務を負わせるとともに、甲に対して当該再委託先の全ての行為及びその結果についての責任を負うこととする。

１４．守秘義務
乙は、業務上知り得た機密を、本業務委託契約の継続中はもとより、契約が完了した後においても第三者に漏らしてはならない。

１５．個人情報の保護
(1)　乙は、個人情報の保護に関する法律（施行令や施行規則含む）、三田市個人情報保護法施行条例及び三田市情報セキュリティポリシー等の各規定を遵守し、適切な管理に努めなければならない。
(2)　乙は、本事業の実施にあたり知り得た情報（個人情報。・機密情報）を、目的外に使用することや、本市の許可なく第三者に提供しないこと。なお、契約期間が終了した後も同様とする。
(3)　乙は、情報セキュリティの遵守事項に違反する事項が生じたとき又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うこと。
(4)　乙は、再委託に対する監督責任を有することから、個人情報保護やセキュリティ対策について必要な措置を講じること。また連携先の事業者に対しても遵守を求めること。
(5) 乙は、自らプライバシーポリシーを策定して公表するとともに、ＩＳＯ/ＩＥＣ27001（ＩＳＭＳ）とＩＳＯ/ＩＥＣ27017（ＩＳＭＳ）の認証を取得していること。

１６．提供資料
乙は、本業務委託契約締結後、必要に応じて甲から資料の提供を受けた場合は、本業務委託の遂行の目的に限り、同資料を活用できるものとする。
尚、提供資料の内、甲が公に公開している資料以外のものについては、複写・複製を禁ずるとともに、本契約終了後に全ての提供資料を甲に返却することとする。

１７．その他
その他、本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。


【別紙】
委託業務一覧
	項番
	作業項目
	作業概要・備考
	作業時期
（案）
	業務量
（予定）
	備考

	1
	申告書の受付準備
	必要な情報の収集
紙申告書対応者の整理
	10月上旬
	約1,300名分
	電子申請者・紙申請を整理

	2
	紙申告書対応者分の発送
（担当課単位）
	各種申告書を印刷
(1) 保険料控除申告書
(2) 基礎控除兼配偶者控除兼所得金額調整控除申告書
※住宅控除申告書（約150名分）・前職源泉徴収票を提出時に回収
	10月中旬
	約100名分
	

	3
	申告書の問い合わせ対応
	
	10月中旬～11月下旬
	
	

	4
	申告書・添付書類等の回収・データ入力受付
	
	10月下旬 ～11月上旬
	約1,300名分
	

	5
	対象者の確認・システムへの反映
	申告書の提出者リスト（紙・電子）を作成し、紙申告書についてシステムへ反映
	10月下旬 ～11月上旬
	約1,300名分
	

	6
	申告書の点検・確認作業
	申告書の記載内容の確認（記載不備等の問い合わせ対応を含む）
	10月下旬 ～11月中旬
	約1,300名分
	

	7
	前職情報の反映
	年末調整に含む前職の源泉徴収票の内容を入力・データ化
	11月下旬
	約100名分
	

	8
	成果物納品
	取込用データ
申告書・添付書類等
	11月下旬 ～12月初旬
	約1,300名分
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